
松江市監査委員告示第 3 号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定により、平成 27 年 3 月 24 日付け松江

市監査委員告示第 2号で公表した定期監査（一般会計・特別会計）の結果に基づき、松江市長から措置

等を講じた旨の報告がありましたので、次のとおり公表します。 

 

平成 27 年 5 月 12 日 

 

松江市監査委員 松 本 修 司 

松江市監査委員 児 玉 泰 州 

松江市監査委員 森 脇 勇 人 

 

 

措  置  報  告  書 

 

 監 査 結 果 措 置 等 結 果 

(1)委託料の事務処理について 

随意契約の締結において、地方自治法施行令の

適用条項の誤りなど不適切な事務処理がされてい

たものがあったので、チェック体制を見直し、適

切な事務処理を行われたい。（まちづくり文化財

課） 

   

(2)コスト意識について 

 車両の購入や再リースにおいて、過去の例を踏

襲しているものや資産価値の把握が乏しいものが

あった。今後は、過去の例にとらわれず、他都市

等の価格調査や減価償却後の資産価値の把握を行

い、最低限の費用で最大限の効果が得られるよう

事業に取り組まれたい。（警防課、宍道支所地域振

興課） 

   

 

 

 

(3)担い手の確保について 

担い手の育成等をより実効あるものにするため

に、地域のリーダーと十分連携されたい。あわせ

て安定的な収入の確保も重要であり、その仕組み

作りを検討されたい。（農政課、水産振興課） 

（1）委託料の事務処理については、複数でチェッ

クを行うこととし、適切な事務が確実に行える体

制をとることとしました。 

 

 

 

 

（2）-1 緊急車両の導入及び維持管理について

は、今後さらに、他都市等の経費に関する情報を

把握・分析したうえで、消防車両整備計画に反映

させます。 

（警防課） 

 

（2）-2 今後は、車両の資産価値の確認及び適正

なリース料金の算定について十分に検討し、実効

の確保を図ります。 

（宍道支所地域振興課） 

 

 

（3）-1 農業生産法人や集落営農組織を松江市の

農業の中心的な担い手として位置づけ、育成して

いきます。今後は、県や市の集落営農の取り組み

に対する支援を活用し、地域のリーダーが中心と

なった集落営農の組織化を図り、さらに法人化に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)木材の有効利用について 

バイオマス発電が平成27年4月の稼働予定とな

っており、松江市産木材の利用が期待される。林

道や作業道の整備を推進し、林業の活性化となる

よう事業に取り組まれたい。（農林基盤整備課） 

 

 

 

(5)統計の活用について 

宿泊者数や駐車場利用状況などの統計を有効

に活用し、観光事業の企画等に取り組まれたい。

（観光文化課） 

向けた取り組みを支援していきます。 

 農地中間管理事業を活用した利用集積による規

模拡大を進めるとともに、主食用米主体の農業経

営から、飼料用米、酒米なども併せた水田フル活

用を推進し、また高付加価値化につながる畑作物

の生産振興を進め、担い手経営体の強化と安定し

た所得の確保を図っていきます。 

（農政課） 

 

(3)-2 意欲ある担い手グループの確保・育成を推

進するため、各地域リーダーを含め関係機関と連

携し、情報提供などきめ細かな対応に努めるとと

もに、グループが行う先駆的な取組や漁村活性化

に向けた活動を支援していきます。また、魅力あ

る水産業とするため、計画的な漁場造成や種苗放

流により資源の安定化を図りつつ、魚類や貝類の

養殖など獲る漁業からつくり育てる漁業への転換

を図り、魅力ある漁業の確立を目指して振興対策

を行っていきます。 

（水産振興課） 

 

（4）本市では、県営林道開設事業で林道美保関線、

林道北山線の整備とともに、平成 26 年度から林道

専用道滑線の事業にも着手しました。 

 さらに、間伐材の利用を促進するため、松江森

林組合の協力を得ながら林業道の整備を進め、森

林整備を加速化させ、バイオマス燃料の安定供給

と循環型林業の構築を図ります。 

 

（5）観光入込客数 1,000 万人、宿泊客数 250 万人

の実現に向け、各種観光統計を積極的に活用する

ことで、効率的・効果的な観光事業を推進します。 

 

 


